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昨
年
12
月
に
部
落
差
別
解
消

推
進
法
が
成
立
し
、
国
も
部
落
差

別
が
明
確
に
存
在
す
る
と
認
め

た
。
ま
す
ま
す
陰
湿
化
し
て
い
る

状
況
の
中
、
「
人
を
大
切
に
す
る

町
」
と
し
て
今
後
の
取
り
組
み
は
。

　
今
は
ま
だ
、
部
落
差
別
が
存
在

し
、
情
報
化
に
よ
り
状
況
の
変
化

が
生
じ
て
い
る
。
差
別
発
言
、
差

別
落
書
き
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に

よ
る
書
き
込
み
な
ど
特
定
の
地
域

の
人
々
の
人
権
を
侵
害
し
て
い
る
。

こ
の
法
律
は
相
談
体
制
の
充
実
、

教
育
啓
発
、
実
態
調
査
の
３
点
が

重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
相
談
体
制

は
人
権
相
談
、
人
権
侵
害
な
ど
の

調
査
な
ど
で
被
害
者
の
救
済
、
予

防
を
図
っ
て
い
る
。
町
職
員
も
取

り
組
む
業
務
と
位
置
づ
け
、
人
権

研
修
で
資
質
の
向
上
を
図
っ
て
い

く
。
次
に
、
人
権
教
育
の
啓
発
は

研
修
会
な
ど
を
開
催
し
て
い
る

が
、
公
務
員
の
参
加
が
多
く
、
一

般
住
民
の
参
加
が
少
な
い
の
が
現

状
だ
。
こ
れ
か
ら
は
集
会
や
研
修

に
出
向
い
て
、
出
前
人
権
講
座
を

行
う
。

　
実
態
調
査
は
、
現
在
、
国
か
ら

の
指
示
が
な
く
不
明
の
状
態
だ

が
、
詳
細
が
分
か
り
次
第
、
速
や

か
に
実
施
し
て
い
く
。

　
　
部
落
差
別
解
消
推
進
法
を
基

に
、
同
和
教
育
の
見
直
し
が
必
要

と
思
う
が
、
学
校
教
育
、
就
学
前

教
育
、
社
会
教
育
の
中
で
、
こ
れ

か
ら
ど
う
取
り
組
み
を
し
て
い
く

の
か
。
先
生
方
の
資
質
の
向
上
、

指
導
力
な
ど
新
た
な
方
向
性
を
見

極
め
る
時
だ
と
思
う
が
。

　
全
て
の
基
本
的
人
権
を
尊
重
し

て
い
く
た
め
発
展
的
に
再
構
築
し

て
い
く
。
当
町
に
お
い
て
も
部
落

差
別
を
は
じ
め
、
様
々
な
差
別
が

解
決
し
て
い
な
い
の
が
現
状
。
人

権
教
育
推
進
講
座
、
人
権
教
育
研

究
大
会
、
泊
ま
り
あ
い
人
権
研
修

会
を
継
続
し
て
行
っ
て
い
る
が
、

ま
だ
ま
だ
町
民
に
浸
透
し
て
い
な

い
。
こ
の
法
律
の
目
的
に
沿
っ
て

今
後
、
よ
り
一
層
の
教
育
活
動
を

推
進
し
て
い
く
。

　
学
校
教
育
で
の
同
和
教
育
は
、

人
権
教
育
を
進
め
る
う
え
で
大
変

重
要
だ
と
位
置
づ
け
し
て
い
る
。

今
後
は
、
教
職
員
の
人
権
意
識
の

向
上
、
指
導
力
の
向
上
を
図
っ
て

い
く
。

　
保
護
者
や
地
域
へ
の
教
育
、
啓

発
に
つ
い
て
も
人
権
参
観
日
な
ど

で
積
極
的
に
啓
発
を
行
っ
て
い
く
。

　
保
育
所
の
同
和
教
育
、
学
習
は

現
在
行
っ
て
い
な
い
が
、
法
が
制

定
さ
れ
、
そ
の
意
味
を
踏
ま
え
検

討
し
て
い
く
。
　
　

　
　
ご
当
地
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト

は
、
地
域
振
興
に
メ
リ
ッ
ト
が
あ

る
と
思
う
が
導
入
し
て
は
。

　
市
町
村
ご
と
に
ユ
ニ
ー
ク
な
形

状
、
図
柄
を
採
用
し
て
い
る
原
付

バ
イ
ク
の
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト

を
、
現
在
、
県
下
８
市
町
村
が
採

用
し
て
い
る
が
、
住
民
に
も
好
評

の
よ
う
で
事
故
の
抑
制
に
も
一
定

の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
し
か

し
、
費
用
が
通
常
の
３
倍
か
か
る
。

　
ま
た
、
デ
ザ
イ
ン
の
選
定
方
法

な
ど
協
議
事
項
が
多
く
あ
り
今

後
、
十
分
に
検
討
し
判
断
し
た
い
。

 

推
進
法
成
立 

町
の
取
り
組
み
は

　
　   
　 
実
態
調
査 
国
の
指
示
ま
ち

部落問題

町政を町政を
11 議員が質問・提案を

ご
当
地
ナ
ン
バ
ー

　
　
　   

導
入
を

地域振興 

十
分
に
協
議
し

判
断
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